
 

 

 

 

１ 計画策定に至る経緯  

平成 24年 12 月、「消費者教育の推進に関する法律」(以下「法」という)が施行され、「市町村消費

者教育推進計画」の策定が努力義務として規定されました。 

 北九州市では、法の趣旨にのっとり、「北九州市消費者教育推進の手引き」(平成 30 年３月)を作成

し、消費者教育の推進を図ってきたところです。 

 近年の特殊詐欺や SNS をきっかけとした消費者トラブル、機能性表示食品の健康被害など、消費者

を取り巻く環境は大きく変化しています。 

 このような状況に対応するため、商品やサービスの購入・契約の際、表示や説明を十分に確認し、

自ら考え行動することができる消費者を総合的・体系的・継続的に育成できるよう「北九州市消費者

教育推進計画(仮称)」を策定するものです。 

２ 計画の基本的な考え方  

(１) 計画の趣旨 消費者教育を総合的・体系的・継続的に取り組み、自立した消費者を育成します 

(２) 計画の位置づけ  

○法第 10 条第２項に基づき、国の基本方針及び「福岡県消費者教育推進計画」を踏まえて策定す

る「市町村消費者教育推進計画」です 

  ○本計画の取組みにあたっては、市民の消費者教育に関わる様々な計画と相互に連携を図ります 

(３) 計画の体系 体系は「目標」「基本方針」「基本方針に基づく主要施策」とし、「KPI(成果目 

標)」を設定します 

(４) 計画の策定年度 令和６年度中に策定し、令和７年４月施行予定です 

(５) 計画の期間 令和７年度～令和 13年度（７年間）（福岡県の計画期間に準じます）です 

(６) 計画の推進体制 北九州市消費生活審議会(条例上の付属機関)の意見を踏まえ推進します 

(７) 実態調査 ライフステージに応じた実態調査を実施中（７月～８月）です 

３ 計画策定のスケジュール  

時 期 市議会（総務財政委員会） 関係会議 

５月 

〜６月 

 総務担当課長会議 

・計画策定、実態調査の説明 

・関連事業抽出、指標設定等照会 

７月 

 

 

 

 

 

第１回北九州市消費生活審議会 

[説明]計画策定、実態調査実施 

庁内連絡会議 

・第１回審議会の意見を受けて関連事業(指標)等

修正依頼 

８月 [説明]計画策定、実態調査実施 

   計画概要案 

11 月 [報告]実態調査結果 

[説明]計画(素案) 

 

第２回北九州市消費生活審議会 

[報告]実態調査結果 

[説明]計画(素案) 

庁内連絡会議 

・実態調査結果、計画(素案)、パブコメ実施の説明 

12 月 

１月   

２月  

[報告]パブコメ結果 

[説明]計画(最終案) 

庁内連絡会議 

・パブコメ結果、計画(最終案)を説明 

第３回北九州市消費生活審議会 

[報告]パブコメ結果 [説明]計画(最終案) 

３月 

 

北九州市消費者教育推進計画(仮称)の策定について 

令 和 ６ 年 ８ 月 ７ 日 

総務市民局消費生活センター 

実態調査実施 

パブリックコメント実施 
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北九州市消費者教育推進計画（仮称）（概要 案）令和６年８月７日現在
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